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東京電力の提示金額に納得できない方など、どなたでも当センターをご利用頂けます。

現在の申立て以外の損害についても、申立て可能です。また、裁判よりも手続が簡便かつ
無料※1で、ご本人様お一人でも申立てができます。証拠書類がない場合でも申立て可能で
あり、仲介手続きの中で、センターの調査官が不明な点を丁寧にお伺いします。
手続きが終了している19,868件のうち、８割強である16,424件※2が和解成立に至ってい

ます。 ※１ 送料等の実費は発生します。　※２ 平成29年３月末現在の件数です。

　　　　　　　　平成12年から転勤により関東地方の社宅に居住し、原発事故時も同所

に居住していた申立人らについて、社宅が狭いため、家族５人分の家財を置くことができ

ず、箪笥等の多くの家財を避難指示解除準備区域（浪江町）の実家に置いていたことなどの

事情を認定し、150万円の家財賠償が認められた事例（和解事例1038）。

※和解事例は、あくまで申立人の個別事情に基づいて和解した例であり、一般的に適用される基準ではありません。

�������

原子力損害賠償紛争解決センター　無料電話　0120（377）155�������

　産業振興課商工労働係　　0240（34）0247

町内町内で営業営業を再開再開しましたしました町内で営業を再開しました

株式会社ニーズ 浪江支店

町民の

皆さん
へ

　全町避難から６年が経過し、今春、浪江町

人口約８割の避難指示解除、町の復興が新た

な段階に進みます。

土地建物総合コンサルタントの弊社では、平成27年７

月にいち早く浪江支店の営業を再開し、皆さまの帰町に向

け、地域再開の礎を築いています。不動産や、新築・リ

フォームなどの住まいに関わることなら、どのようなこと

でもお気軽にお問い合せください。

　
株式会社ニーズ 浪江支店　

代表取締役社長　三瓶　浩徳

〒979－1513　浪江町大字幾世橋字六反田4－1

　 0240（35）5833　　0240（35）5834
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みんなでともに
乗り越えよう�
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